
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
中国関税価格査定規定の改訂 

 
 
本アラートの分析対象法規： 

 
• 「中華人民共和国税関国内販売

保税貨物課税価格査定弁法」（

海関総署令第211号）税関総署

2013年12月25日公布、2014年

2月1日施行 
 

 
• 「中華人民共和国税関輸出入貨

物課税価格査定弁法」（海関総

署令第213号）税関総署2013年

12月25日公布、 

2014年2月1日施行 

税関総署は、加工貿易の国内販売および関連者間輸入取引における課税価格の査定

に関する問題を解決するため、WTOの価格査定原則に準拠した一連の新規定を公布し

た。現行で中国税関が実施している査定手順の透明化に寄与するものである。中国は、

2001年のWTO加盟以来、GATTの関税価格査定協定を遵守しているが、輸出入企業

の多くは、各地の税関査定が規定どおりに行われていない温度差に懸念を抱いている。

さらには、税関および企業間での関連規定に対する理解の相違も存在している。これで

は、企業が輸出入関税ならびに増値税コストについて正確に算出すらできない。 
 
税関総署は、2013年12月9日付けで下記のとおり、貨物課税価格査定の新規定を公布

し、2014年2月1日より施行した。 
 
•      「中華人民共和国税関国内販売保税貨物課税価格査定弁法」（税関総署令第211

号、以下「国内販売課税価格弁法」） 
 
•      「中華人民共和国税関輸出入貨物課税価格査定弁法」（税関総署令第213号、以下

「課税価格弁法」） 
 
上述の新規定は、加工貿易の貨物の国内販売および税関特殊監督管理区域（および保

税監督管理場所）における貨物の国内販売、ならびに関連者間輸入取引などに大きな影

響を与えるものである。また、従前よりの加工貿易の国内販売に対する取り扱いには明確

な基準が設定されていないなどの意見が多かった。さらにまた、「関連者間取引における

特殊関係が価格に与える影響」についての判断さえも、税務機関の裁量次第であり、そこ

でも、明確な基準の明示のなさから、課税価格に対する最終的な査定結果が、輸入企業

の税務コストに大きな影響を与える相当の事態すら生じていた。 
 
今回の新規定は、一般貿易ならびに保税貨物の国内販売における課税を明確に規定し

たものである。そのため、中国の一般貿易・加工貿易・保税物流業の経営計画策定なら

びに実行に際して助成するものである。 
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背景 
 

中国税関の価格査定法規は三つの階層別である。 最高法規は「税関法」の規定であ  
り、次いで「輸出入関税条例」（国務院令第392号）の価格査定に関する規定、そして、 

最下層が今回の「課税価格弁法」および「国内販売の課税価格弁法」である。 
 
中国税関は、従来の規定として、「課税価格弁法」（例：税関総署令第33号）および「国内

販売の課税価格弁法」（例：税関総署令第73号）の公布がある。その後、中国のWTO加

盟にともなって、旧法は改訂されて「国内販売の課税価格弁法」の内容まで含めた新らし

い「課税価格弁法」（税関総署令第95号）を、2002年1月1日に施行した。さらに、その二

次改訂版と言える「課税価格弁法」（税関総署令第148号）を、2006年 5月1日に施行した。

そして今回、税関総署令第213号が「課税価格弁法」に対する第三次の改訂である。その中  
で、同弁法に関する関連規定の削除により、  当該部分の規定は、同一時期に別途採択、

公布された税関総署令第211号で、別途単独で規定されている。 

改訂のポイント 

1.「国内販売の課税価格弁法」 
 
• 税関特殊監督管理区外での進料加工保税貨物の国内販売 
 
税関特殊監督管理区外での進料加工による国内販売保税貨物の課税価格は、 原材料の元

の輸入取引価格に基づく査定の原則は変わらないが、新法では、輸入取引価格の確定が困 
難である場合、加重平均を用いた算定方法に従って課税価格を確定するという手法が初めて

導入された。従来の取扱手続きでは、輸入ロットの中でも取引価格の高い方の価格に基づいて

取引価格を確定することが多かったため、新たな第211号通達の施行は、企業にとって有利と

なる。 
 

• 税関特殊監督管理区内の保税加工における原材料と完成品 
 
旧規定では、国内販売申告の受理と同時期または、ほぼ同時期に輸入された同様もしく

は類似貨物の輸入取引価格に基づいて課税価格を確定することになっていた。しかし新

規定では、国内販売価格に基づくこととなった。新規定は市場価格を重視するもので、企

業は、売買契約書ならびに決済伝票などによって、申告の際に直接、証明資料類を提出

することができる。 
注意を要する点は、2013年は、優遇の措置規定が次々と公布されていることである。広

東省珠海市の横琴新区、福建省の平潭総合試験区、 および上海自由貿易試験区など

の加工業の国内販売保税貨物に対しては、輸入原材料あるいは販売実績のいずれかの

選択、および申告が可能な試行となっている。そのため、今回の別途単独に公布された

第211号通達に対して、今後とも類似した改訂が行われるのか否かを見守る必要が      
ある。 

 
• 特殊監督管理区内で国内販売する保税物流貨物 
 
新規定では、特殊監督管理区において、保税倉庫で保管、あるいは他の物流活動の対

象となった貨物について、特殊監督管理区域または保税監督管理エリアで発生した保険

料・倉庫料・輸送料・その他関連費用が単独で計上されているならば、課税価格に算入さ

れないことが定められた。これにより、国内販売を行う企業は、税務コストを削減すること

ができる。 
 

• 加工業の国内販売における端材や副産物 
 
新規定では、加工業が国内販売する端材や副産物は、国内販売価格に基づいて査定さ

れる。今回の「国内販売価格」の定義が明確にされたことから、「中国企業が保税貨物購

買のために売主（保税企業）に実際に支払った、または支払うべき代金額であれば、関

税と輸入段階における税関源泉徴収に課す税金は含まない」としている。この定義は明

確かつ合理的であり、査定対象企業の証明審査の簡素化につながる。 
 
• 手順上の規定 
 
国内販売保税貨物の価格査定が困難である場合、同様もしくは類似貨物の価格、差額

計算あるいは加算、他の合理的な方法をこの優先順位で査定を行う手順が初めて明確

にされた。その上税関総署の2014年第14号「国内販売保税貨物の価格査定問題に関す
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る公告」の最新規定では、国内販売保税貨物の価格査定は、通常の貿易貨物に対する

価格査定と同様の手順で行うとしている。これは、各地税関による国内販売価格査定手

続きの不一致を解消することになり、従来よりの、税関の独断的な価格査定が、加工貿

易企業に与える影響を緩和させるものである。 
 

2.「課税価格弁法」 
 
• 売買当事者間の特殊関係の認識に関する第18条価格査定規定の追加 
 
WTO関税評価協定の要求に従い補足された第18条の規定は、次のとおりである。「税関

は、貨物販売に関する状況について審査し、一般的な商慣習に適合していると判断した

場合には、特殊関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていないと確定することができ

る」。 
 

• 輸送に関連する費用 
 
今回の改訂では、輸送費用とは関連費用を含む輸送料であり、買主が実際に支払った、

または支払うべき費用であると明確にされた。また、輸出入貿易における鉄道・道路の輸

送保険料を貨物価格の1%とするという従来の規定は廃止された。 
 

税関総署令第148号と同時期に、輸送業界は運賃率（額）を交付していたが、税関はこれ

に対する解釈をこれまで行ってこなかった。そのため、今回の新規定では、輸入貨物の輸

送費用および他の関連費用が確定できない場合、税関が当該貨物輸送と同時期の通常

輸送コストに基づいて査定する方針が明確になった。 
 

• 輸出貨物の課税価格。 
 
貨物代金の中にコミッション料金が含まれる場合、輸出貨物の課税額は増加する。148
号通達では、貨物の価格中に売主が支払ったコミッション料金が単独で計上されている

場合の非課税規定が、今回の改訂では廃止された。 
 

• 用語説明の補足。 
 
新弁法は、用語説明で一部の重要語句の定義を変更した。 

o 輸出入貨物の課税価格に関連して用いられる「荷下ろし前」（中文：起卸前）およ

び「積載前」（中文：装載前）の定義が追加された。 

o 「同様または類似した貨物」の価格査定に関連して用いられる「ほぼ同時期に」（中

文：大約同時）という概念に対する調整が行われた。 

o ソフトウェア、文字、音楽、図、画像または他の類似内容の記録媒体とは、磁気テ

ープ・磁気ディスク・光学ディスクの三種を指すことが規定された。 
 

KPMGの所見 
 

新らしい税関価格査定に関する規定は、主旨としては積極的で好ましいものだが、将来起

こりうる問題に対応するため、下記の諸点に注意すべきである。 

 
• 中国の加工貿易において生じる輸入貿易のほとんどは関連者間取引である。輸入価

格が独立企業間価格の原則に適合しているか否かの確認は、依然として、保税貨物

の国内販売価格査定における難題である。 
 

中国の加工企業の多くは海外の持株会社または企業グループ購買センターに委託し

て輸入業務を行っている。こうした多国籍企業が移転価格算定方法を策定または改定

するに際しては、税務機関および税関の両面の要求を満たしているか否かを考慮する

必要がある。 
 
企業グループの価格決定ポリシーに従い、輸入価格を周期的に調整する場合には、

管轄税関と事前に意思疎通を図るべきである。さもなければ、税関から価格調整に対

する差止めを受けて、通関遅延の事態となる。また、価格調整に関する送金が問題な

くなされるか否かについても事前に確認する必要がある。 
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• 税関特殊監督管理区の保税貨物国内販売の価格査定は、国内販売価格を基本とす

る規定であるが、具体的な実施方法はまだ明確にされていない。 
 

特殊監督管理区内企業が、中国で保税貨物を販売する際、二つの方法がある。一

つは、貨物を特殊監督管理区外の取引先に販売し、同取引先が通関納税を担当す

る方法、そして他の一つは、自社で通関納税し、税関から監督管理が解消された   
後、市況に応じて国内で販売する方法である。 

 
最初の方法では、税関の価格査定の際に、販売契約を提示しさえすれば販売価格を

立証することができる。しかし、二番目の場合、貨物が通関納税される際に、実質的な

国内販売はまだ発生していないため、企業と税関のいずれもその国内販売価格を特

定することが困難である。よって、企業は税関、税務、事業遂行などの複数面を考慮し

た上で、事前に計画を立てることが必要となってくる。 
 

• 転廠貨物の国内販売に関する規定が今後どのように施行されるか、状況を見守る

必要がある。 
 

第211号規定の定義では、転廠の移送取引価格は、貨物を購入した企業が、販売先企業

に支払ったあるいは支払うべき代金である。実務上、一部の転廠貿易には、国内外の三者

間（あるいはそれ以上）で行われることがある。例えば購入企業は貨物の代金を販売企業

に支払うのではなく、国外の購入先に支払うという形の取り引きがなされる。この場合、支

払われた代金が販売企業が受け取る金額と一致しない可能性がある。こうした取引におい

ては、商取引の仕組みや為替レートなど全体を考慮した上で価格を査定する必要がある。 
 

課税価格の査定は税関にとって重要な課題である。企業のビジネスモデル、または計画中

の運営モデルは税務費用に多大な影響を及ぼすことになるからである。 
 
 
上述の新たな価格査定体系に対応するため、輸出入企業、特に関連者輸出入取引を多く

行う多国籍企業は、税関からの差止めリスクを最小限に抑えるために、税関の視点に立っ

て、自社の移転価格決定のポリシーおよびその実行について徹底した研究を行う必要があ

る。 
 

税関は、価格査定に関する争議により不確実性やコンプライアンスリスクが生じることを防

ぐため、事前価格査定や価格申告などの試行案を実施している。これらの制度を利用して、

輸出入価格の調整ならびに決定について税関と意思の疎通を図ることもできる。 

 
転廠取引を多く行う企業、あるいは税関特殊監督管理区内の企業は、この機会に事前計

画を立て、税負担全般およびサプライチェーンへの悪影響を回避するために、新たな価格

査定規定が企業ビジネスに与える潜在的な影響を早急に検討することを提案する。 
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